
２平成 28 年 12 月 1 日　広報ふっさ　No.964042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

平
成
28
年
第
４
回
福
生
市
議
会

定
例
会
の
お
知
ら
せ
（
予
定
）

【
日
程
】〈
定
例
会
〉
12
月
６
日


～
22
日


〈
本
会
議
〉
12
月
６
日

～
９

日

・

22
日


〈
常
任
委
員
会
〉
12
月
13
日


～
15
日


【
開
会
時
間
】
午
前

10
時
～

　

本
会
議
の
ラ
イ
ブ

映
像
お
よ
び
録
画
映

像
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

夜
間
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

差
別
や
虐
待
な
ど
人
権
問
題

や
日
常
生
活
の
法
律
問
題
に
つ

い
て
、
弁
護
士
が
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。

【
相
談
電
話
】
☎
03
・

５
８
２ 

人権週間事業のお知らせ
〈人権パネル展（著名人の人権メッセージの展示）〉
【日程】12 月 5 日～ 9日

【場所】市役所 1階情報スペース

〈人権身の上相談〉
【日時】毎月第一水曜日の午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分

※ 1か月前から予約受付

【場所】市役所 1階 1番窓口秘書広報課広報広聴係内

【相談員】〈人権擁護委員〉石川好男氏、中西弘氏、

島田しのぶ氏

【申込み】秘書広報課広報広聴係☎ 551・1529 へ。

〈西多摩子どもからの人権メッセージ・中学生人権作
文発表会〉
【日時】12 月 17 日午後 2 時～ 4 時 30 分（1 時 30

分開場）

【場所】日の出町やまびこホール（日の出町大久野

1165-2）※申込み不要。直接会場へ。（先着順）

【問合せ】大多摩人権擁護委員協議会事務局（東京法

務局西多摩支局内）☎ 042・551・0360（ガイダンス

に従い 4番を押してください。）

自衛官等募集
　防衛省自衛隊では、平成 29 年 4 月採用の自衛官候補生の追加募集を行っています。

募集種目 受付期間 試験期日 試験会場 資格

自衛官候補生
12 月 7 日まで

12 月 10 日 練馬駐屯地・十条駐屯地
平 成 29 年 4 月1

日現在、18歳以上

27歳未満の男子

12 月 11 日 目黒基地・練馬駐屯地

1月 24 日まで 2月 5日 目黒基地・十条駐屯地

【問合せ】自衛隊東京地方協力本部福生募集案内所☎ 551・4725（福生市本町 142 マサビ

ルＢ館 2Ｆ）(ホームページ ) http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/fussa

　宿泊費の一部を助成！　市民契約保養施設のご案内
　市民の皆さんが、市が指定した宿泊施設を利用する場合、宿泊費

の一部を市が助成します。

【利用方法】①下表の予約申込み先（旅行業者など）へ宿泊の予約を

してください。利用料金などは、指定旅行業者にお問い合わせくだ

さい。②総合窓口課（市役所１階６・７番窓口）で利用申請書に記

入のうえ提出して利用券を受け取ってください。

【助成金】大人 3,000 円、小人 2,000 円※「小人」は４歳以上から小

学６年生までです。

【助成対象者】申請する日の６か月前から引き続き市内に住所を有し、

福生市に住民登録されている方。※ 18 歳未満の方だけで利用する場

合は、保護者の同意が必要です。

【利用券の交付枚数】利用券の交付は１泊につき１枚で、市民一人当

たり同一年度で（４月から翌年３月末まで）１枚です。なお、宿泊

する施設により利用方法が異なりますので、詳しくは総合窓口課や

市内公共施設の「施設案内」パンフレット、または市のホームペー

ジをご覧ください。※申請の際、本人確認書類（運転免許証、保険

証等）をお持ちください。

【問合せ】総合窓口課☎ 551・1595

宿泊施設 予約申込先

・旅館
・ホテル

市内の指定旅行業者へ。

㈲ダイナ旅行☎ 553･3310

立川トラベルセンター☎ 553･2202

ＰＴＳ☎ 539･1911

・保養所
東京都市町村職員共済組合保養所（シーサ

イドいずたが）☎ 0120･73･1241（フリーダイ

ヤル）へ。

・かんぽの宿
各宿泊施設へ。日本郵政☎ 0120･715・

294（フリーダイヤル）

・河津温泉旅館組合指定施設
・津南町観光協会指定施設

各宿泊施設へ。

固
定
資
産
税
に
関
す
る
お
知
ら

せ▼
償
却
資
産
申
告
書
を
12
月
中

旬
に
郵
送
し
ま
す

　

毎
年
1
月
1
日
現
在
、
市
内

に
償
却
資
産（
事
業
用
資
産
で
、

法
人
税
ま
た
は
所
得
税
で
減
価

償
却
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
も

の
）
を
所
有
し
て
い
る
方
に
郵

送
し
ま
す
。

　

必
要
事
項
を
記
入
し
、
課
税

課
資
産
税
係
へ
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
書
が
届
か
な
い

12
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

12
月
は
固
定
資
産
税
・

都
市

計
画
税
（
第
３
期
）、
国
民
健

康
保
険
税
（
第
６
期
）、
介
護

　パブリックコメントの結果について　　

　福生市国民健康保険データヘルス計画（素案）に

ついて、10 月３日～ 17 日の間に実施した市民意見

の募集（パブリックコメント）で、いただいたご意

見と市の考え方は次のとおりです。

【意見提出者】1 人（1項目）  

【問合せ】保険年金課保険年金係☎ 551・1640

精
神
障
害
者
福
祉
相
談
員
募
集

【
募
集
人
員
】
１
人

【
雇
用
期
間
】
平
成
29
年
２
月

1
日
～
３
月
31
日
（
翌
年
度
以

降
、期
間
の
更
新
の
制
度
あ
り
）

【
勤
務
時
間
】
月
～
金
曜
日
の

午
前
９
時
～
午
後
４
時

【
受
験
資
格
】
精
神
保
健
福
祉

士
そ
の
他
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
12
条
で
定
め
る
資
格
を

有
す
る
方
で
精
神
障
害
者
福
祉

相
談
活
動
等
を
熱
意
を
持
っ
て

遂
行
で
き
る
方

【
試
験
方
法
】
面
接
（
12
月
19

日

の
予
定
）

【
申
込
み
】
①
12
月
1
日

～

15
日

の
間
に
、
本
人
が
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）
及
び
資
格
を

有
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
も

の
の
写
し
を
持
参
の
う
え
、
直

接
、
市
役
所
第
一
棟
５
階
職
員

課
☎
551
・

１
５
８
９
へ
。(

土
・

日
曜
日
を
除
く)

東京版救急受診ガイドＱＲコード

スマートフォン用携帯電話用

年
末
年
始
は
救
急
出
場
件
数
が

急
増
し
ま
す
！

　

年
末
年
始
は
、
風
邪
・

イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
流
行
や
忘
年

会
・

新
年
会
に
お
け
る
急
性
ア

ル
コ
ー
ル
中
毒
な
ど
で
、
救
急

車
の
出
場
が
一
年
の
中
で
最
も

多
く
な
る
時
期
で
す
。

　

救
急
車
を
呼
ぶ
か
迷
っ
た

ら
、
東
京
消
防
庁
救
急
相
談
セ

ン
タ
ー
（
☎
＃
７
１
１
９
）
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
東
京
版
救
急
受
診

ガ
イ
ド
」（
冊
子
版
・

ウ
ェ
ブ

版
）
で
は
主
な
19
の
症
状
に
つ

い
て
、
自
ら
症
状
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
く
こ
と
で
、
病
気
や
け

が
の
緊
急
度

に
応
じ
た
ア

ド
バ
イ
ス
が

得
ら
れ
ま
す
。

東
京
消
防
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
ま
た
は

下
の
Ｑ
Ｒ
コ 

ー
ド
か
ら
簡

単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

【
問
合
せ
】
福
生
消
防
署
予
防

課
☎
552
・

０
１
１
９

福
生
市
議
会
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
中
継
」
に
ア
ク
セ
ス
し
て
ご

覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、多
摩
ケ
ー

ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
111

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
放
映
予
定
で
す
。

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局
庶
務

係
☎
551
・

１
５
２
３

４
・

９
６
２
０
ま
た
は
☎
03
・

５ 

８
２
４
・

９
６
２
1
へ
。

【
相
談
日
時
】
12
月
8
日

午

後
5
時
～
8
時

【
相
談
時
間
】
1
人
10
分
程
度

【
問
合
せ
】（
公
財
）
東
京
都

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
☎
03
・

３
８
７
１
・

０
２
１
２

方
や
新
た
に
事
業
を
開
始
さ
れ

た
方
な
ど
、
申
告
書
が
必
要
な

方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

【
申
告
期
間
】
1
月
4
日

～

31
日

（
日
・

祝
日
を
除
く
）

▼
固
定
資
産
（
土
地
・

家
屋
）

現
況
調
査
の
実
施
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
度
の
固
定
資
産
税

の
課
税
に
あ
た
り
、
現
況
を
把

握
す
る
た
め
の
調
査
を
行
い
ま

す
。

　

調
査
の
際
、
職
員
は
「
徴
税

吏
員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

敷
地
内
に
立
ち
入
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
中
に
土
地
の
利

用
状
況
の
変
更
お
よ
び
家
屋
の

用
途
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、

平
成
29
年
度
か
ら
評
価
額
が
変

わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
実
施
期
間
】
12
月
～

【
問
合
せ
】
課
税
課
資
産
税
係

☎
551
・

１
６
１
４

飲
酒
運
転
は
絶
対
に
や
め
ま

し
ょ
う

　

年
末
年
始
に
か
け
て
、
忘
年

会
や
新
年
会
で
飲
酒
を
す
る
機

会
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

飲
酒
を
し
た
ら
、
自
動
車
・

バ
イ
ク
・

自
転
車
の
運
転
は
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か

な
量
の
飲
酒
や
、
二
日
酔
い
の

時
も
運
転
は
絶
対
に
や
め
ま

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
飲
酒
を
し
た
人
に
車

を
貸
す
、
飲
酒
を
し
た
人
の
車

に
同
乗
す
る
、
車
で
来
た
人
に

酒
類
を
提
供
す
る
、
な
ど
の
行

為
も
重
大
な
犯
罪
で
す
。

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

保
険
料
（
第
６
期
）、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
（
第
６
期
）

の
納
期
で
す
。
12
月
28
日

ま

で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
12
月
28
日

の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
※
納
期
を
過
ぎ

る
と
延
滞
金
が
課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

防
災
無
線
の
放
送
内
容
が
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。【
専
用
電
話
番
号
】
☎
539
・

２
０
６
１
ま
た
は
☎
539
・

２
０
６
２

納税は　納期内で　元気な福生

市民意見の
概要

　医療機関の受診内容を定期的に被保

険者に送ると、体調管理に役立てるこ

とができてよいと思う。 

意見に対す
る市の考え
方

　本計画の実施事業に掲げていません

が、市では医療機関の受診内容を記載し

た「医療費通知」を年1回、該当する被

保険者の方へ発送しています。

　通知の内容を確認し、医療費負担の

仕組みに対する理解を深めていただく

とともに、健康に対する意識を高めて

疾病予防と健康管理に役立てていただ

きたいと考えています。


